
令和４年５月 23 日（月）開催 

市役所６階 議員全員協議会室 

【議 題】 

（１）特定開発事業構想届について（意見聴取） 

特定開発事業構想届について 資料１－１ 

案内図 資料１－２ 

    土地利用計画図 資料１－３ 

    現況図 資料１－４ 

（２）海老名市立地適正化計画の改定について（報告） 

海老名市立地適正化計画の改定について 資料２

令和４年度 第１回 

海老名市都市計画審議会 
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海老名市立地適正化計画の改定について 

１ 立地適正化計画とは 

 立地適正化計画は、持続可能な都市構造への再構築を目指し、人口減少社会に

対応したコンパクトシティを実現するためのマスタープランとして、居住機能

や医療・福祉・商業、公共交通等の様々な都市機能を誘導するものです。 

 今後、本市においても人口減少へ転じると予測されていることから、将来の人

口減少を見据え、生活サービスや公共交通の維持等、持続可能なまちづくりを推

進するため、平成 31 年 3 月に海老名市立地適正化計画を策定しました。 

 また、令和 3年 10 月に「土砂災害特別警戒区域（災害レッドゾーン）」の指定

に伴う改正を行っております。 

２ 見直しの概要 

 立地適正化計画の根拠法である都市再生特別措置法の規定では、おおむね5年

ごとに、施策の実施状況について調査、分析及び評価を行うよう努めることとさ

れております。 

 また、近年頻発・激甚化する自然災害に対応するため、立地適正化計画におけ

る居住や都市機能の誘導と併せて都市の防災に関する機能の確保を図るための

指針として、改正都市再生特別措置法（令和 2年 9月 7日施行）において、防災

指針の策定が位置づけられました。 

 今般の見直しにおいては当該計画策定から一定期間経過することに伴う評価

等と併せて、防災・減災の観点を取り入れたまちづくりの推進を図るため、防災

指針の策定を行います。 

３ 計画改定の進め方 

  令和 4年度 基本方針（骨子案）の取りまとめ 

 都市防災等に知見を有する学識経験者にヒアリング 

 都市計画審議会へ基本方針（骨子案）に対する意見聴取 

  令和 5年度 改定計画の作成 

 基本方針（案）に基づき具体的施策等の評価・検討 

 都市計画審議会へ改定計画に対する意見聴取 

 パブコメ等を実施の上、令和 6年 3月頃公表予定 
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